
事務事業No 事業名 [事業基本情報]

558 ○ 管理経費

分野別目標 1 ○ 法定受託事務

政 策 2

施 策 1

基本方針 2

継続 主な事務事業

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel） 大方　正光 (427-0119) 「３つの約束・４４の約束」との関連性

関連課 まちを元気に 人を元気に 非該当

○

４４の約束 ○

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 計画 決算 決算 計画 決算

116 116 112 112 112

- - -3.4% 0.0% 0.0%

30,716 33,746 6,110 6,110 6,110

30,716 33,746 6,110 6,110 6,110

116 116 112 112 112
4.14 4.44 0.80 0.80 0.8

３　目標及び実績
平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

年度目標値

実績値 132

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値 12

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

単位

実
施
内
容

調査件数132件
和歌山県消防学校初任科火災
調査に講師派遣
警察学校特殊犯捜査専科に講
師派遣
消防局火災調査研究会（6回）
和歌山県消防長会火災調査研
修会　火災調査研究会（東大
阪市）　火災調査事例研究会
（神戸市）　火災調査担当者
会議（東京都）　東近畿支部
火災科学研究会（京都市）
調査技術会議（大阪市）

和歌山県消防学校初任科火災
調査に講師派遣
警察学校特殊犯捜査専科に講
師派遣
消防局火災調査研究会
和歌山県消防長会火災調査研
修会　火災調査研究会　火災
調査事例研究会（神戸市）
火災調査担当者会議（東京
都）　東近畿支部火災科学研
究会（京都市）
調査技術会議（大阪市）

和歌山県消防学校初任科火災
調査に講師派遣
和歌山県消防学校火災調査専
科に講師派遣
警察学校特殊犯捜査専科に講
師派遣
消防局火災調査研究会
和歌山県消防長会火災調査研
修会　火災調査研究会　火災
調査事例研究会（神戸市）
火災調査担当者会議（東京
都）　東近畿支部火災科学研
究会（京都市）
調査技術会議（大阪市）

和歌山県消防学校初任科火災調
査に講師派遣
和歌山県消防学校火災調査専科
に講師派遣
警察学校特殊犯捜査専科に講師
派遣
消防局火災調査研究会
和歌山県消防長会火災調査研修
会　火災調査研究会　火災調査
事例研究会（神戸市）　火災調
査担当者会議（東京都）　東近
畿支部火災科学研究会（京都
市）
調査技術会議（大阪市）

和歌山県消防学校初任科火災
調査に講師派遣
和歌山県消防学校火災調査専
科に講師派遣
警察学校特殊犯捜査専科に講
師派遣
消防局火災調査研究会
和歌山県消防長会火災調査研
修会　火災調査研究会　火災
調査事例研究会（神戸市）
火災調査担当者会議（東京
都）　東近畿支部火災科学研
究会（京都市）
調査技術会議（大阪市）

平成29年度

計画

0.0%

6,110

事業費 112

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他

火災調査実施件数（現場見分、調査書作成）

指標名及び達成状況

国庫支出金

県支出金

6,110

人件費

常勤職員

非常勤職員

・火災調査写真焼付代　112千円

0.8

小計

事
業
費
等
 
千
円

平成26年度

所要人数
常勤職員

非常勤職員

成
果
指
標

単位 件

112一般財源（税等）

市　　債

主な予算内訳

研修実施又は参加件数

単位 件

単位

事業進捗管理シート

火災調査事業
事業区分(1)

事業経費

その他

予防体制の充実

安心して、安全に暮らせるまち

その他

款

事業種別

防火防災意識の高揚と自主防火活動の推進

事業区分(2)
自治事務

消防・救急救助体制の充実

消防費

目 消防費

一般会計

消防費

会計・
予算区分

事業期間 ～ 大事業

項

消防事業

平成２７年度 平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

消防法

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
火災一件ごとに作成される火災調査書類の作成支援を行う。また、大規模特異火災時は、同書類の
作成を行う。
火災原因や消防用設備の作動状況、避難状況、人的・物的損害等は火災予防の資料。
現場図面・写真、焼損状況・延焼拡大状況等は消防隊の警防活動上の資料。
火災調査書類は開示請求に応じたり、司法機関等に有効な証拠資料とされている。
◆火災によって「焼き」した消防対象物を見分すること。
◆火災原因を特定するため、焼損した落下物などを掘り起こし見分する。
◆関係者等から火災に関する情報を聴取する。
◆現場見分と関係者から提出された火災損害届などを基に火災損害を査定する。

火災調査を実施し、得られた資料・火災調査書類を検討し、火
災予防事業に資すること。
火災によって焼損した消防対象物の火災原因を究明すること。

予防課

産業を元気に

会計

平成２９年度

警防関係事業事項

３つの約束

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 対象外

○
評価年度


